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第９２回　月　例　会　概　要

１　日　　　時　　令和４年７月２９日（金）１５:００～１６:００

２　場　　　所　　神戸市中央区文化センター10階　1001-1002会議室

３　出　席　者　　３０名

４　概　　　要　　

　　　（１）事業経過報告等

　　　　　奥原専務理事から事業報告及び会務報告が行われた。

　　　　　

　　　（２）講　演

　　　　　大阪府漁業協同組合連合会 専務理事　兒玉　光剛 氏により「大阪の漁業に

　　　　ついて」と題し、講演が行われた。

※　新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で開催した。

　

 

 

 

 

 



≪第９２回月例会講演資料≫
　

大阪の漁業について
　　　　 

　　
 

　　講師　大阪府漁業協同組合連合会　　　　　  　  

専務理事　 兒　玉　光　剛　氏

　

 

 

 

 

 



－3－



－4－



－5－



－6－

第９３回　月　例　会　概　要

１　日　　　時　　令和４年９月２９日（木）１５:００～１６:１０

２　場　　　所　　神戸市中央区文化センター10階　1001-1002会議室

３　出　席　者　　２６名

４　概　　　要　　

　　　（１）事業経過報告等

　　　　　奥原専務理事から事業報告及び会務報告が行われた。

　　　　　

　　　（２）講　演

　　　　　井本商運株式会社 代表取締役社長　井本　隆之 氏により「コンテナ船のが

　　　　みと神戸海洋技術株式会社」と題し、講演が行われた。

※　新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で開催した。
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≪第９３回月例会講演資料≫
　

コンテナ船のがみと神戸海洋技術株式会社
　　　　 

　　
 

　　講師　井本商運株式会社 　　　　　　　　　　 

代表取締役社長　井　本　隆　之　氏
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事 業 報 告
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令和４年度 海の事故ゼロキャンペーンの実施結果について（報告） 

 

近畿・四国地方海難防止強調運動推進連絡会議 
事務局（公社）神戸海難防止研究会 

（公財）海上保安協会神戸地方本部 
 

 令和４年度全国海難防止強調運動は、７月１６日から３１日まで（１６日間）実施された。 
 当地方においては、令和４年６月８日（水）近畿・四国地方海難防止強調運動推進連絡会

議（Web会議併用）を開催し、承認された実施計画に基づき運動を推進、展開した。 
 各関係団体等から事務局に報告のあった実施概要は、次のとおりである。 
 また、事務局においては、全国海難防止強調運動実行委員会より提供された強調運動啓発

用ポスター、リーフレットに加え、更に「ポスター」300枚、「リーフレット」4,200枚を増
刷するとともに啓発グッズ「不織布マスク」15,000個を作成して関係団体等に配布した。 
 
【各関係団体等の実施内容】 
■ 構 成 員                        （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
近畿運輸局 

 

 

 

○広報活動 

  庁舎、事務所内にポスターを掲示し、リーフレッ

トを設置した。 

○安全に関する指導・教育・訓練 

  関係事業者及びマリーナに対し、リーフレット及

び啓発グッズを配布して自社内での又は施設利用者

へのキャンペーンの周知を依頼した。 

①  安全運航に関する指導隻数 

貨物船       ７隻（１９人） 

タンカー      ５隻（ ３人） 

旅客船       ４隻（ １人） 

作業船       ２隻（ １人） 

その他       ４隻（ ０人） 

計２２隻（２４人） 

②  企業訪問件数   １５件（１５人） 

 

神戸運輸監理部 

 

 

 

 

○広報活動 
① 事務所（神戸・姫路）内にポスターを掲示 
② 窓口（来訪者向け）にパンフレットを備置 

○安全に関する指導・教育・訓練 

安全運航に関する指導隻数 

貨物船       ５隻 
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団 体 名 実  施  概  要 
旅客船      ３０隻 

計３５隻 

 

四国運輸局 ○広報活動 

  本局、徳島運輸支局、高知運輸支局の窓口等にお

いてポスターを掲示するとともに、リーフレットを

配布した。 

大阪管区気象台 

 

 

○広報活動 

気象台内に期間中ポスターを掲示した。 

神戸地方海難審判所 

 

 

 

 

○広報活動 

7 月 16 日～31 日の間、事務室にポスターを掲示

し、啓発グッズは、来所する事故関係者及び海難審

判への出頭者が使用する控室等に常備し、自由に持

ち帰ることができるようにするとともに、当所から

事故関係者などへの照会文書と併せて送付した。 

運輸安全委員会事務局 

神戸事務所 

 

○広報活動 

事務所入り口に海難防止運動のポスターを掲示

するとともに、執務室のカウンター及び各面接調査

室にリーフレットを置き、関係者に配布した。 

また、事故調査官が出張した際に関係者に啓発グ

ッズのマスクを配布した。 
水産庁瀬戸内海漁業調整事務所 ○広報活動 

① 漁業取締船による広報活動 

海の事故ゼロキャンペーン実施期間中（７月１

６日～７月３１日）、瀬戸内海海域において漁業

取締りを従事する当事務所所属漁業取締船「白

鷺」及び「みかげ」に装備している電光式情報表

示装置に「 海の事故ゼロキャンペーン実施中」や

「ライフジャケットを着用しましょう」のテロッ

プ表示をし、操業中の漁船や漁業協同組合に対す

る広報活動を行った。 

② ポスター掲示等による広報活動 

海の事故ゼロキャンペーン実施期間中（７月１

６日～７月３１日）において、当事務所が入居す

る神戸地方合同庁舎共用掲示板(２階)に 海の事

故ゼロキャンペーンポスターの掲示及び当事務
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団 体 名 実  施  概  要 
所執務室(受付)にも同ポスターを掲示した。 

○安全運航に関する指導・教育・訓練 

当該キャンペーン期間中において漁業取締巡視

を実施した際に、ライフジャケットを着用してい

なかった漁船乗組員に対して、漁業取締船に装備

している船外マイクを利用してライフジャケット

着用の呼びかけ及び指導を行った。 

安全運航に関する指導隻数 

漁船        ８隻  １０人 

企業訪問      １件 

(公社)関西小型船安全協会 ○広報活動 
  協会事務所にポスターを掲示し、ホームページ、

インスタグラム、フェイスブック、ツイッターに投

稿した。 
○各種行事 

① 合同パトロールを実施した。 
② 海上安全指導を実施した。 

全国内航タンカー海運組合 

関西支部 

 

 
コロナ禍活動自粛により実績なし 

全国内航タンカー海運組合 

薬槽船支部 

 
コロナ禍活動自粛により実績なし 
 

内海水先区水先人会 ○広報活動 
① 安全標語を掲げ、各地事務所に掲示した。 

  『続けます 安全運航 守ります 顧客の財産』 
② 水先艇に安全旗を掲揚し、水先艇係留基地の整
備を実施した。 
③ 「海の事故ゼロキャンペーン実施中」の横断幕を
本部事務所付近の陸橋に掲示した。 

○各種行事 
安全衛生委員会を紙上にて開催し、水先艇乗組員

との意見交換会を実施した。 
○安全教育関係 
① ハーバー当直業務において、該当会員が初めて

入港する港に関するシミュレータ研修を実施し

た。 

② 業務連絡会及び技術研修会において、事故・トラ



－24－

団 体 名 実  施  概  要 
ブル及びヒヤリハット事例を紹介し、事故防止を

啓蒙した。 

  また、本船乗組員とのＢＲＭの重要性について

周知徹底を図った。 
大阪湾水先区水先人会 

 

○広報活動 

① 水先人待機室及び事務所入り口等にポスターを

掲示した。 

② 水先人にリーフレット及び啓発グッズを配布し

た。また、事理会で報告し議事録で水先人へ周知

を行った。 

③ 水先艇乗組員に安全運航の周知徹底を依頼し

た。 

近畿旅客船協会 

 

 

 

○各種行事 

乗組員研修会：旅客船の安全運航について講義

を実施し、啓発グッズを同講義で配布した。 

神戸旅客船協会 ○広報活動 
会員宛に安全運航の確保について一層の尽力を

要請するとともに、協会事務所内にポスターを掲示

し、会員各社にポスター及び啓発グッズを配布し

た。 

○各種行事 
例年実施している安全運航対策委員会は新型コ

ロナウイルスの影響で未開催。旅客船乗組員を対象

にした安全運航に関する研修会を、今年度中に１回

開催することを予定している。 

四国旅客船協会 ○広報活動 
協会事務所内にポスターを掲示したほか、夏季の

多客期における旅客船・カーフェリーの安全運航確

保について会員に周知を図った。 

○各種行事 
８月３日に安全対策委員会を開催し、旅客船の乗

組員等を対象とした安全運航に関する研修会を今

年度は、11 月～12 月にかけて３回開催することを

決定した。 

日本押船土運船協会 

 

 

○広報活動 
① 寄神建設㈱玄関にポスター掲示した。 
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団 体 名 実  施  概  要 
② 寄神建設船舶本部出入口にポスターを掲示し

た。 

③ 関連海事会社にポスターを掲示した。 

○安全に関する指導・教育・訓練 

① 寄神建設所属コンクリートミキサー船でＫＹ訓

練を実施した。 

② 寄神建設所属起重機船第 2 寄星において安全パ

トロールを実施した。 

③ 日本土運船協会主催の海難防止講習会に寄神建

設㈱から 6名が参加した。 

安全運航に関する指導隻数 

  作業船       ２隻  １６人 
○安全教育関係 

 海難防止講習会  １回  ６人受講 

 
全日本海員組合 

関西地方支部 

○広報活動 
  新型コロナ感染拡大防止のため、訪船機会が限ら

ており、訪船回数が少ない中、リーフレットを配布

し啓蒙活動を行った。 
○安全に関する指導・教育・訓練 
旅客船    １隻（ ３人） 
その他    １隻（ ２人） 

 合計 ２隻（ ５人） 
全日本海員組合 

中・四国地方支部 

○広報活動 
  訪船によるリーフレットの配布及び事務所内に

ポスター掲示。 
○安全に関する指導・教育・訓練 
  漁船     １隻（ ２人） 
  貨物船    ３隻（２１人） 
旅客船    ６隻（１５人） 

 合計１０隻（３８人） 
大阪湾広域臨海環境整備センター ○広報活動 

  本社、大阪・兵庫建設事務所において、ポスター

掲示及びパンフレットを設置した。 
 

ＰＷ安全協会関西地方本部 ○広報活動 
  事務所内にポスターを掲示し、リーフレットを配

布した。 
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団 体 名 実  施  概  要 
日本郵船(株)関西支店 

 

 

○広報活動 
  コロナ感染症流行中のため、訪船活動は叶いませ

んでしたが、関係代理店及びターミナルに（２社６

名）に共有いたしました。 
 

第五管区海上保安本部 
 

○広報活動 
  第五管区海上保安本部交通部エントランス付近

にて海の事故ゼロキャンペーンのポスターを掲示す

るとともにリーフレット収納ボックスにリーフレッ

トを入れて、入庁者が自由に持ち帰られるようにし

た。 
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■ 地区推進母体構成員 
◆大阪地区海難防止強調運動推進連絡会議           （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
大阪港運協会 ○広報活動 

① 事務所内にポスターを掲示した。 

② 協会員にメールにて周知した。 

大阪台船係留管理組合 ○広報活動 

① 組合事務局及び事務所内にポスターを掲示し

た。 

② 組合員にメールにて周知した。 
大阪船主会 ○広報活動 

① 事務所内にポスターを掲示した。 

② 所属員にメールにて周知した。 

③ 本社を通じてリーフレット等配布し周知した。 

大阪府タグ事業協同組合 ○広報活動 

① １階掲示板にポスターを掲示した。 

② 乗組員来訪時に周知した。 

大阪湾水先区水先人会 別掲 
 

(公社)関西小型船安全協会 別掲 
 

浚渫業協会 ○広報活動 

玄関口、執務室出入口及び執務室内にポスター

を掲示した。 

(一財)日本船舶職員養成協会近畿 ○広報活動 

①事務所内にポスターを掲示した。 

②事務所でリーフレット等を回覧し周知した。 
大阪湾広域臨海環境整備センター ○広報活動 

①事務所内にポスターを掲示した。 

②事務所でリーフレット等を回覧し周知した。 
大阪府漁業協同組合連合会 ○広報活動 

玄関口にポスターを掲示した。 

 

大阪釣船業協同組合 ○広報活動 

① 組合員店頭にポスターを掲示した。 

② 組合員にメールにより周知した。 

近畿地方整備局 

 大阪港湾・空港整備事務所 
○広報活動 

① 事務所入口及び副所長室前仕切りボードにポス

ターを掲示した。 
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団 体 名 実  施  概  要 
② 職員にメールにより周知した。 

③ 受付にリーフレットを設置した。 

大阪港湾局 ○広報活動 

① 事務所内（２箇所）にポスターを掲示した。 

② 職員にリーフレッ ト供覧により周知した。 

大阪府環境農林水産部 
 水産課 

○広報活動 

① 執務室内にポスターを掲示した。 

② 職員にメールにより周知した。 

大阪海上保安監部 

 

堺海上保安署 

 

岸和田海上保安署 

 

関西空港海上保安航空基地 

 

○広報活動 

① ポスターの掲示場所 

  ・庁舎、各事務所掲示板 

  ・旅客船待合室、漁協、マリーナ等 

② その他の広報 

 ・自治体広報誌への掲載 

 ・ラジオ、ケーブルテレビを使用した広報活動 

○各種行事 

  ・近畿運輸局との旅客船安全点検 

  ・小中学校での夏休み前の事故防止活動 

  ・観光施設での警察との合同キャンペーン 

  ・フェスでの周知活動等 

○安全に関する指導・教育・訓練 

① 安全運航に関する指導隻数 

   漁船        ２２隻（ ２２人） 

   プレジャーボート  ６４隻（ ６４人） 

貨物船        ９隻（  ９人） 

タンカー       ２隻（  ２人） 

旅客船        ６隻（  ６人） 

作業船        １隻（  １人） 

その他       ２４隻（ ２４人） 

         合計 １２８隻（１２８人） 

企業訪問件数    ３０件（ ３０人） 

② 安全教育関係 

  海上安全教室   ５回 ３２６人受講 

  海難防止講習会  ２回  ７８人受講 

  その他      ２回 ２８８人受講 

              計６９２人 
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◆兵庫県阪神淡路地区海難防止強調運動推進連絡会議      （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
寄神建設(株) 

 

日本沖荷役安全協会 

 

神戸地区石油コンビナート等安

全推進協議会 

 

(公社)関西小型船安全協会 

 

神戸海上保安部 

 

 

○広報活動 

① 各関係団体において事務所等へのポスター掲示

及び船舶へのリーフレットの配布を実施し、周

知・啓発活動を実施した。 

② マリーナ等を訪問し、ポスター、リーフレットの

配布により周知・啓発活動を実施した。 

③ 構成団体が発信する SNS 及び情報誌にリーフレ

ット等を掲載し周知した。 

○安全に関する指導・教育・訓練 

 ① 安全運航に関する指導隻数 

漁船        ２隻（  ３人） 

プレジャーボート ５９隻（ ６０人） 

貨物船       ５隻（ １０人） 

タンカー     ５３隻（１８４人） 

旅客船      ３７隻（ ３７人） 

その他       ２隻（  ２人） 

合計１５８隻（２９６人） 

企業等訪問件数  ４０件（ ４０人） 

② 安全教育関係 

  海上安全教室   ２回  ９０人受講 

  海難防止講習会  １回   ５人受講 

  その他      ３回  １６人受講 

              計１１１人 
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◆播磨地区海難防止強調運動推進連絡会議           （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
JFE条鋼(株)姫路製造所 

 

(株)日本触媒姫路製造所 

 

(株)ハマダ 

 

早駒運輸(株)姫路事業所 

 

東播磨港振興協会 

 

兵庫県東播磨県民局 

 加古川土木事務所 

 

中播磨県民センター 

姫路農林水産振興事務所水産課 

 

たつの市御津総合支所 

 

播磨町役場 

 

姫路海上保安部 

 

加古川海上保安署 

○広報活動 

 ① 三密を回避しての企業への訪問、船舶への訪船

指導、海難防止講習会、学生を対象とした海上安

全教室などを実施した。 

 ② 海上においては、マリンレジャー愛好家を中心

にリーフレット等を使用しての安全指導を実施

した。 

 ③ ７月８日（金）運動期間中の主な活動をマスコミ

あて一斉に広報を実施した。 

 ④ 期間中の施設内へのポスター掲示（各構成員）、

所属船等へのポスター掲示。 

 

○各種行事 

 ① 7月 25日(月)小型船舶免許更新講習時における

安全啓発活動を実施した。 

 ② 7月 30日(土)家島中学校生徒に対する海上安全

教室を実施した。 

 

○安全に関する指導・教育・訓練 

 ① 安全運航に関する指導隻数 

プレジャーボート     ３隻 

その他          ２隻 

合計  ５隻 

企業等訪問件数     ６６件 

② 安全教育関係 

  海上安全教室   １回  ２８人受講 

  海難防止講習会  １回  １２人受講 

              計４０人 
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◆和歌山北部地区海難防止強調運動推進連絡会議        （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
南海フェリー(株) 

 
和歌山マリーナシティヨット倶楽部 
 
マリンルーム オオタ 
 
和歌山海上保安部 
 
海南海上保安署 

○広報活動 
  構成員による各事務所等へのポスターの掲示、社

内メール、企業内会議、関係船舶乗員に対する訪船

指導等による周知を実施した。 
○各種行事 
① 和歌山海上保安部、海上安全指導員との合同パ
トロールを実施し、プレジャーボート運航者に対

し、リーフレット及び啓発グッズを配布し、海難

防止周知啓発活動を実施した。 
② 和歌山海上保安部が、早朝に出港するプレジャ
ーボート及びミニボート運航者に対し、リーフレ

ット及び啓発グッズを配布し、海難防止啓発運動

を実施した。 
○安全に関する指導・教育・訓練 
 ① 安全運航に関する指導隻数 

漁船        ４７隻 
プレジャーボート  ４７隻 
タンカー     １４７隻 

その他        １隻 

合計 ２４２隻 

企業等訪問件数   ３９件 

② 安全教育関係 

  海上安全教室   ２回  ２４０人受講 

  海難防止講習会  ２回   ５７人受講 

  その他      １回    ５人受講 

             計３０２人 
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◆紀南地区海上安全対策協議会                （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
田辺海上保安部 
 
串本海上保安署 

○広報活動 

① 田辺海上保安部交通課職員及び海上安全指導員

との合同パトロールについて投込み広報実施し

た。当日、新聞及び TVによる取材があった。 

② FM TANABEよる定期放送について、平日の朝に海

難防止の啓発としてワンポイントメッセージを

放送（同キャンペーン期間中 9回）した。 

○各種行事 

7月 26日(火)に田辺海上保安部交通課職員及び

海上安全指導員との合同パトロールを実施した。 

○安全に関する指導・教育・訓練 

① 小型船更新講習の場を活用し、海難防止講習を実

施した。 

② プレジャーボート等に対し、同キャンペーンのリ

ーフレットを配布し、発航前点検の実施等につい

て指導した。 

③ 漁業協同組合等に対して同キャンペーンのポス

ターを配布し、海の事故防止等について指導し

た。 

④ 安全運航に関する指導隻数 

漁船         １隻 
プレジャーボート  ３３隻 

旅客船        １隻 

その他        ５隻 

合計   ４０隻 

企業等訪問件数   ４６件 

⑤ 安全教育関係 

  海難防止講習会  １回   １２人受講 
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◆徳島地区海難防止強調運動推進連絡会議           （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
徳島海上保安部 ○広報活動 

① ポスターの掲示、リーフレット及び啓発グッツ

の配布を実施した。 

② NHKによる取材対応 

○各種行事 

巡視船びざん一般公開にあわせての啓発活動を

実施した。 

○安全に関する指導・教育・訓練 

  安全運航に関する指導隻数 

   漁船         ２隻（  ２人） 

   プレジャーボート  １１隻（ １１人） 

   旅客船        ４隻（１２５人） 

   その他        ２隻（  ６人） 

           合計１９隻（１４４人） 

  企業等問件数     ４４件（ ７３人） 
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◆高知地区海難防止強調運動推進連絡会議           （順不同・敬称略） 

団 体 名 実  施  概  要 
高知県海運組合 
 
高知県海砂利採取協業組合 
 
高知県港湾空港建設協会 
 
四国運輸局高知運輸支局 
 
四国地方整備局高知港湾・空港整

備事務所 
 
高知県土木部港湾海岸課 
 
高知海上保安部 
 
宿毛海上保安署 
 
土佐清水海上保安署 
 

○広報活動 

① ポスター、リーフレットの配布及び掲示 

② 啓発グッズの配布 

③ 啓発メール送信、防災アプリを使用した注意喚

起 

○安全に関する指導・教育・訓練 

① 安全運航に関する指導隻数 

   漁船       １１０隻（１２５人） 

   プレジャーボート  ４３隻（ ６４人） 

   貨物船       ２６隻（ ４８人） 

   タンカー       ５隻（ ２５人） 

   旅客船        １隻（  ２人） 

   その他        ３隻（ １７人） 

         合計１８８隻（２８１人） 

② 企業等訪問件数   １２３件（２３６人） 

○安全教育関係 

  海上安全教室  １回  １１人受講 

  海難防止講習会 ３回  ８５人受講 

  その他     ４回  １６人受講 

           合計１１２人 
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第９３回　業務運営会議

１　日　　　時　　令和４年７月２０日（水）１１:５５～１２:３５

２　場　　　所　　商船三井ビル　４Ｆ　会議室

３　出　席　者　　(順不同・敬称略）　　　　　は欠席者　　 

　　　　　　　　　　　大　泉　　　勝　　(公社)神戸海難防止研究会会長

　　　業務執行理事　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　　構　 成 　員　　石　田　廣　史　　神戸大学名誉教授

　　　　　 〃 　　　　高  濱　洋  嘉　　内海水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　望  月  　　誠　　大阪湾水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　中　村　紳　也　　(一社)日本船長協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　松岡　耕太郎　技術顧問)

　　　　　 〃 　　　　森　下　貴　史　　(株)商船三井関西支店長

　　　　　 〃 　　　　菅　野　　　亘　　川崎汽船(株)関西支店副支店長

　　　　　 〃 　　　　徳　田　健　二　　日本郵船(株)関西支店長

　　　　　 〃 　　　　藤　井　寿　夫　　(株)神戸製鋼所顧問

　　　事　 務 　局　　宇出津　弘　昭　　(公社)神戸海難防止研究会総務部長

　　　　　 〃 　　　　井　田　英　樹　　(公社)神戸海難防止研究会事業部長

４　議　　　題

　　（１）業務報告等について

　　（２）常任調査研究委員の委嘱について

　　（３）その他

５　資　　　料

　　席上配布

　　　資料１　業務報告等

　　　資料２　常任調査研究委員の委嘱について

６　議 事 概 要

　　大泉議長の挨拶があり、引き続き議事に入った。

　　奥原業務執行理事より、議題（１）業務報告等について、議題（２）常任調査研究委員

　の委嘱について説明があった。特に意見等はなく承認された。議題（３）その他について、

　次回の業務運営会議等の開催予定日について奥原業務執行理事より説明があった。

以　上　

議　　　  長
代 表 理 事
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第９４回　業務運営会議

１　日　　　時　　令和４年９月２１日（水）１１:５５～１２:４５

２　場　　　所　　商船三井ビル　４Ｆ　会議室

３　出　席　者　　(順不同・敬称略）　　　　　は欠席者　　 

　　　　　　　　　　　大　泉　　　勝　　(公社)神戸海難防止研究会会長

　　　業務執行理事　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　　構　 成 　員　　石　田　廣　史　　神戸大学名誉教授

　　　　　 〃 　　　　高  濱　洋  嘉　　内海水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　望  月  　　誠　　大阪湾水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　中　村　紳　也　　(一社)日本船長協会会長

　　　　　 〃 　　　　森　下　貴　史　　(株)商船三井関西支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　澤村　正也　海上安全部部長代理)

　　　　　 〃 　　　　菅　野　　　亘　　川崎汽船(株)関西支店副支店長

　　　　　 〃 　　　　徳　田　健　二　　日本郵船(株)関西支店長

　　　　　 〃 　　　　藤　井　寿　夫　　(株)神戸製鋼所顧問

　　　事　 務 　局　　宇出津　弘　昭　　(公社)神戸海難防止研究会総務部長

　　　　　 〃 　　　　井　田　英　樹　　(公社)神戸海難防止研究会事業部長

４　議　　　題

　　（１）業務報告等について

　　（２）その他

５　資　　　料

　　席上配布

　　　資料１　業務報告等

６　議 事 概 要

　　大泉議長の挨拶があり、引き続き議事に入った。

　　奥原業務執行理事より、議題（１）業務報告等について説明があった。特に意見等はな

　く承認された。議題（２）その他について、次回の業務運営会議等の開催予定日について

　奥原業務執行理事より説明があった。

以　上　　

議　　　  長
代 表 理 事
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第１４回　海上交通法規と実態とのギャップに関する一考

　

海上保安大学校名誉教授 　 

神戸大学客員教授　　　

松　本　宏　之　 　　
　　　

　先日、83歳の堀江謙一氏が、サントリーマーメイドⅢ号で世界最高齢ヨット単独無寄港

太平洋横断を達成し、西宮のヨットハーバーに帰ってきた。彼は1962年に全長6メートル足

らずの小型ヨットに乗って単独無寄港太平洋横断を成功させており、航海中の出来事をま

とめた著書「太平洋ひとりぼっち」は石原裕次郎主演で映画化された。この海洋冒険家の

偉業は日米で高く評価されたが、はたして94日の航海中の見張りはどのようにしていたの

であろうか。

　海上衝突予防法第５条には、視覚や聴覚、その時の状況に適した他のすべての手段によ

り、常時適切な見張りをしなければならないと規定されており、たとえ一人乗りのヨット

であっても基本的に遵守義務がある。しなしながら人間だから94日間ずっと起きて見張り

をすることは不可能であり、一日のうち数時間は仮眠をとって見張りがおろそかになり、

法律違反の状態が常態化していたかもしれない。適切な見張りという文言の法解釈や法的

に要件を満たしているかどうかの議論は別として、現在は自動衝突予防援助装置（ARPA）

や最先端のシステムなどで補完することができるかもしれないが、1962年当時はそのよう

な航海計器もなかったであろう。

　このように遵法精神があるものの、現実の問題として法律を守りたくても守れないよう

な（守ることが困難な）ケースは、稀なことかもしれないが存在しており、法の意図する

ところと実態との間にギャップが生じる場合もありうる。ときに広島湾と四国や京阪神方

面を結ぶ音戸の瀬戸は、最狭部が約70メートルで潮流も強く、L字型に大きく屈曲した見通

しの悪い狭水道になっているため、本来はわん曲部信号を吹鳴して通航しなければならな

い。すなわち海上衝突予防法第34条第6項には、障害物があるために他の船舶を見ることが

できない狭い水道等のわん曲部に接近する場合においては、長音一回の汽笛信号をしなけ

ればならないと規定されている。しかしながら、わん曲部付近には多くの民家があり、特

に夜間は住民から苦情が出るために、あるいは誰でも見ることができる音戸の瀬戸ライブ

カメラで水道全体を確認できるために、実態として船長はわん曲部信号を吹鳴しないこと

が多いと聞く。

　そのほかにも、例えば極端に操縦性能が異なる動力船どうしの横切り関係に、横切り船

の航法が適用されるか否かという問題がある。海上衝突予防法上の動力船の範疇には、長

さ400メートルを超えるコンテナ船から2メートル足らずの水上オートバイやミニボートな

ど、操縦性能が著しく異なる多種多様の船舶が含まれている。したがって、長さにして200

倍以上も異なる両船が接近する場合においても、法的には横切り船の航法が画一的に適用

されることがあり、港内や航路などを除き、原則として400メートルを超える大型船が水上

船 舶 交 通 随 感
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オートバイやミニボートを避けなければならない法的義務が生じることもある。もちろん

実際の操船の場においては、そのような義務が履行されることは少ないと思われるが、法

規範と操船実務との間にギャップを認識しつつ、船舶の衝突をうまく回避している現実も

ある。ちなみに、2006年にIMO（国際海事機関）で、レクリエーション目的の船舶に対する

商船の優先権について審議されたが、COLREGS（国際海上衝突予防規則）の改正までには至

らなかった。

　さらに船舶の大きさだけではなく、極端に速力の異なる動力船どうしの横切り関係にお

いても、同様のギャップが懸念される。例えば、40ノット以上で航走するジェットフォイ

ルのような高速船と低速船が横切るような場合、高速船の船長は早めに自ら針路を変えて

低速船との危険な見合い関係を回避する先行避航を実践することがある。現実問題として、

速力差があるときは高速船が低速船に近づかないように早めに舵をとる方が合理的で安全

であるという話はよく聞く。先行避航を法的に分析すると、横切り船の航法が適用になる

以前の段階、すなわち衝突のおそれが発生する前に（正確に両船が認識できるか否かは別

として）、両船の間に明確な方位変化が生じるように自ら針路を変えることをいい、極めて

実務的な操船方法といえよう（ただし船員の常務の一種として位置づける学者もいる。）。

　この議論を追究していくと、大きさの差異や速力差は単なる量的な相違なのか、あるい

は海上衝突予防法が想定している従来型の動力船と何らかの質的な相違がすでに生じてお

り、横切り船の航法などの定型的航法の適用範囲を逸脱しているのかという本質的な問題

につきあたる。仮に定型的航法が適用されない場合は、非定型的航法である船員の常務が

適用されるが、どれくらい差異があれば定型的航法が適用されないのかという明確な基準

はなく、かえって法的安定性を害することが懸念される。

　一方、これらの問題の根底には、横切り船の航法の適用要件である衝突のおそれの発生

時機の特定と両船の同時認識の困難性がある。衝突のおそれは、判例によれば、両船の船

長が主観的に認識するものではなく、注意深い船長が注意していたとすれば認知が可能で

あった場合、すなわち客観的視認関係を前提としており、法的には両船に同時に発生して

同時に横切り船の航法が適用されることになる。しかしながら現実はどうかといえば、両

船の船長が同時に衝突のおそれの発生時機を認識することはほとんどなく、不幸にも事故

が起きた際に海難審判や裁判で事後的に発生時点を特定されることとなる。したがって実

態においては、片方の船舶は横切り船の航法が適用されていると認識しているが、相手船

は横切り船の航法はまだ適用されていないと認識しているという危険な状況が存在しうる

ことになる。とりわけジャイロコンパスを装備する一般船舶と、コンパス方位を確認しな

い小型船舶との見合い関係においては、かなり認識がずれることが危惧される。

　横切り船の航法の適用を左右する衝突のおそれの法的概念は抽象的であり、その発生時

機の特定は法律論としては可能であるが、経験の異なる船員、資質の異なる船員、安全意

識の異なる船員などが混在していることを考慮すれば、実態上、客観的に決定される衝突

のおそれの発生時機を両船が同時に認識することは極めて困難であるといわざるを得な

い。しかしながら、このような法規範に内在する不確定要素の問題も、船員たちの運用上

の適切な慣行に基づく操船実務でカバーされてきたことは、海上交通の特殊性をあらわし

たものとしてたいへん興味深いところである。
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○　事 務 日 誌 抄

（Ｒ４．７．１～Ｒ４．９．３０）

月 日 曜日 時間 委 員 会 名 実 施 場 所

　7.20

　7.29

　9.21

　9.29

（水）

（金）

（水）

（木）

1155

1500

1155

1500

商船三井ビル会議室

神戸市中央区文化センター

商船三井ビル会議室

神戸市中央区文化センター

第93回業務運営会議

第92回月例会

第94回業務運営会議

第93回月例会
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